
東 京 都 地 域 医 療 支 援 ド ク タ ー 専 門 研 修 要 領 

 

平成２５年３月２７日付２４福保医救第１５６６号 

一部改正 平成２６年１２月１５日付２６福保医人第１６８７号 

一部改正 令和４年７月１日付４福保医人第１２０５号 

一部改正 令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 付 ５ 福 保 医 人 第 ８ ４ ２ 号 

 

 

（専門研修の申請） 

１ 支援医師は、専門研修を行いたい場合、別記第１号様式の文例により、研修希望計画書

を提出するものとする。 

 

（専門研修機関の決定） 

２ 知事は、研修希望計画書に基づき、支援医師が研修を行う専門研修機関を決定するもの

とする。 

なお、支援医師が希望した専門研修機関が都関係施設又は大学附属病院等の場合、知事

は別記第２号様式の文例により、開設者等に受入れについて協議を依頼し、別記第３号様

式の文例により回答を求めるものとする。 

 

（研修内容の決定） 

３ 専門研修機関において支援医師が行う研修内容については、研修希望計画書に基づき、

知事又は保健医療局長及び専門研修機関の開設者等との協議の上、決定する。 

 

（専門研修の手続き） 

４ 専門研修の手続きは、都立施設で研修する場合、研修医師に対し兼務発令を行い、地方

独立行政法人東京都立病院機構が開設する病院（以下「都立病院」という。）で研修する

場合、「東京都と地方独立行政法人東京都立病院機構との間における相互派遣交流に関す

る協定書」に基づく派遣手続きを行う。都立施設及び都立病院（以下「都立施設等」とい

う。）以外の専門研修機関で研修する場合は、知事又は保健医療局長は都立施設等以外の

開設者等と協議の上、別記第４号様式又は別記第５様式の文例により覚書又は研修派遣協

定を締結する。研修派遣協定書の作成は、保健医療局が行う。 

 



（覚書又は派遣協定の内容の変更） 

５ 上記４に基づき締結した覚書又は派遣協定の内容の変更が必要となった場合、別記第６

号様式の文例により、知事又は保健医療局長と都立施設等以外の開設者等との協議に基づ

き、研修派遣協定又は覚書の内容を変更することができる。 

 

（共済制度） 

６ 研修医師が加入する共済制度は、東京都職員共済組合とする。 

 

（互助制度） 

７ 研修医師が加入する東京都の互助制度は、一般財団法人東京都人材支援事業団とする。 

 

（事務処理） 

８ 東京都地域医療支援ドクターの専門研修に関する事務は、保健医療局医療政策部におい

て処理する。 

 

 

附 則 

この要領は、平成２５年３月２７日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年１２月１５日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和５年７月１日から施行する。 

 


